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年末年始の業務日程について
　年末年始の業務日程などについて、下記のとおりお知らせしますので、
ご確認ください。

公共施設の営業日程について
■役場庁舎
　12月28日㈯～１月５日㈰までの期間閉
庁となります。
※ 出生届や死亡届などの戸籍の届け出は受

け付けます。
　１月６日㈪～通常営業
■中央公民館
　12月29日㈰～１月３日㈮・・・休館
　１月４日㈯～１月５日㈰・・・開館
　１月６日㈪・・・休館
　１月７日㈫～通常営業
■福祉センター「やすらぎの里」
　12月28日㈯～１月4日㈯・・・休館

　１月５日㈰～通常営業
■ 社会体育施設（芝山町総合運動場＜テニス

コートや武道館など＞、農業者トレーニン
グセンター＜アリーナ＞、芝山公園野球
場、芝山町スポーツ広場）

　12月28日㈯～１月４日㈯・・・休館
　１月５日㈰～通常営業
■芝山文化センター
　12月28日㈯～１月４日㈯・・・休館
　１月５日㈰～通常営業
■芝山古墳・はにわ博物館
　12月29日㈰～１月３日㈮・・・休館
　１月４日㈯～通常営業

関連業務について
■ごみの収集・その他の業務

※ １　自宅回収は「回収日前日」まで、持
ち込みは「当日」に山武郡市環境衛生組
合へ電話でお申し込みください。

※ ２　年内に臨時の収集を希望される場合
は、12月13日㈮までに環境アクアプラ
ントへご連絡ください。

○問合せ
（ごみ）山武郡市環境衛生組合
　　　　☎0479－86－3516
（し尿）環境アクアプラント
　　　　☎0475－54－0531
（火葬）山武郡市広域斎場
　　　　☎0475－55－6360
■公共交通の運行
＜空港シャトルバス＞
　運休なし
＜芝山ふれあいバス＞
　12月29日㈰～１月３日㈮・・・運休
　１月４日㈯・・・運行
　１月５日㈰・・・運休（日曜日のため）
　１月６日㈪　～　運行
＜芝山あいあいタクシー＞
　12月29日㈰～１月３日㈮・・・運休
　１月４日㈯・・・運行
　１月５日㈰・・・運休（日曜日のため）
　１月６日㈪　～　運行

業務の種類 年　末
（最終日）

年　始
（開始日）

可 燃 ご み 12月31日㈫ １月７日㈫
不燃・資源・ 

有害ごみ 12月16日㈪ １月６日㈪

粗 大 ご み 
（自宅回収）※1 12月20日㈮ １月10日㈮

粗 大 ご み 
（持込み）※1 12月27日㈮ １月６日㈪

し尿処理 ※2 12月27日㈮ １月６日㈪

火　　　葬
12月31日㈫
※	12月28日㈯
　は休業

１月４日㈯
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令和元年台風15号などに伴う
被災住宅に対する支援制度について

○災害救助法による応急修理支援対象が拡大されました
　災害救助法に基づく被災住宅の応急修理支援制度については、従前は半壊（損害割合が20％以上40％未満）以
上が対象でしたが、今回、一部損壊（損害割合が10％以上20％未満）の場合も支援の対象となりました。
■応急修理支援制度とは
　被災した住家について、災害救助法に基づき、日常生活に欠くことができない部分の応急的な修理を行うことで、
被災者が引き続き元の住家に住むことができるように支援する制度です。
　被災者が市町村窓口で申し込みを行い、申し込みを受けた市町村が修理業者に依頼して修理を実施します。
※修理費用を市町村が直接修理業者に支払う制度であり、被災された方に費用が支給されるものではありません。
■対象者　次の要件を全て満たす方（世帯）が対象
① り災証明書により住家被害状況を大規模半壊、半壊または一部損壊（損害割合が10％以上）の判定を受け、自ら

の資力では応急修理することができない方
②応急修理を行うことによって、避難所などへの避難を要しなくなると見込まれること
③応急住宅（仮設住宅）を利用しないこと
■対象工事
　屋根、居室、炊事場および便所など日常生活に不可欠な部分であって緊急に修理が必要な個所の工事
※内装に関するものは原則対象外となります。
※工事が完了・精算済みの場合は対象外となります。
■費用の限度額
　（半壊、大規模半壊）一世帯あたり59万５千円、（一部損壊）一世帯あたり30万円
※ 一部損壊については、工事費が150万円を越える場合に、工事費から150万円を差し引いた額の20％を交付しま

す（上限20万円）。

○被災住宅修繕緊急支援事業について
　一部損壊（損害割合が10％未満）の被災住家に対して支援を実施します。
■ 対象者　り災証明書で半壊（応急修理を受けたものを除く）または一部損壊の判定を受けた被災住家世帯で、居

住のための建物（住家）のみが対象となります。
※固定資産（家屋）課税台帳の用途により判定
■補助要件　被災住家を自らの資力で修理することができないこと
■対象工事　屋根または外壁などの修繕およびこれに付帯する工事
※家電製品・家具・照明器具は対象外となり、令和元年９月９日以降に着手したものが対象となります。
■補助額　工事費の20％または50万円のいずれか低い額（工事費が10万円以上）

〇申請期間（応急修理支援制度および被災住宅修繕緊急支援事業）
　令和元年11月１日から受け付けを開始しています。
※ただし、工事費（補助金）の支払いについては、芝山町補正予算の議決後（12月16日予定）となります。

〇損害割合とは
　「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」に基づき、被災住家の延床面積に対する損害などがあった部分の
床面積の割合、または被災した住家の主要な構成要素の経済的被害を住家全体に占める割合を算定し損害割合を
求め、その損害割合に応じて全壊～一部損壊の被害認定を行います。
　（全壊）損害割合が50％以上、（大規模半壊）損害割合が40％以上50％未満
　（半壊）損害割合が20％以上40％未満、（一部損壊）損害割合が20％未満
※参照もと…内閣府「災害の被害認定基準」ほか

　 企画空港政策課 都市計画係　☎ 77-3909問


